
 

船舶事故調査報告書 

令和元年５月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 定置網損傷 

発生日時 平成３０年１０月２５日 １９時００分ごろ 

発生場所 石川県七尾市能登
の と

島東方沖  

 能登観音
かんのん

埼灯台から真方位０２９°１.７海里付近 

 （概位 北緯３７°０７.９′ 東経１３７°０４.５′） 

事故の概要 プレジャーボート第三幸
こう

進
しん

丸は、南西進中、定置網に進入し、ワイ

ヤロープを切断した。 

事故調査の経過 平成３０年１０月２５日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 第三幸進丸、１３トン 

 ２５１－１９３１４石川、北陸海洋開発株式会社（Ａ社） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 なし 

定置網 ワイヤロープに切損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、南西進中、船長が能登島東方沖の

白色小型標識灯を１個設置した定置網（以下「本件定置網」とい

う。）の存在を知らずに進入し、ワイヤロープを切断した。 

分析 本船は、南西進中、船長が本件定置網の存在を知らずに航行してい

たことから、本件定置網に進入し、ワイヤロープを切断したものと考

えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、南西進中、船長が本件定置網の存在を知

らずに航行していたため、本件定置網に進入したことにより発生した

ものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・出航前に最新の海図、漁具定置箇所一覧図等で、航行予定海域に

おける定置網等の情報を確認すること。 
 


